
第２子保育料免除プロジェクト

第２子にかかる保育料を全額免除します！

栃木県では、認定こども園等に通う第２子以降の３歳未満児(*1)の保育料を全額免除(*2)
することで、子育て世帯の経済的負担を 軽減し、働く若い世代等をサポートしています。

県ホームページにおいて企業名を掲載させていただきます。

子育て支援

1,000万円

分野

プロジェクトの概要

寄附目標

寄附された方へ

免除した保育料に対する助成の財源として活用します。

寄附の活用内容

https://tocopo.pref.tochigi.lg.jp/

「こども・子育て世帯にやさしい
とちぎ」を目指します

(*1)３～５歳は国の無償化の対象 (*2)県1/2・市町1/2の費用負担

令和６年10月に対象を第２子まで拡充、所得制限は設けずに県内全市町で実施しています。
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